
 

 

 

１ 監査対象事項 

山梨県の実施する高齢者福祉関連事業及び少子化対策関連事業に係る事務の執行 

及び事業の管理について 

 

２ 監査の結果に関する報告の公表 

  平成２７年４月３０日付け山梨県公報号外第３４号 

 

３ 監査の結果に基づき講じた措置の内容 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

１ 介護福祉士等修学資金貸付事業につ

いて（指摘事項） 

返還義務のある被貸与者に対する督促

や現状確認を２年超の期間にわたり実施

していない貸付けが複数存在している。

今後、残高のある被貸与者について現況

の再調査を実施する必要がある。 

さらに、返還義務のある被貸与者への

対応手続について明確な規程やルールを

整備し、当該規程等にのっとり債権回収

に向けた手続を実施すべきである。 

加えて、住所等不明な案件について、

一定の調査を行ってもなお不明な場合に

は、速やかに不納欠損処理を実施するよ

う規程やルールを定め、回収が不可能と

判断される貸付けに関しては速やかに不

納欠損処理（回収不能処理）を行うべき

である。 

 

 

２ やまなし子育て支援プラン進捗状況

の開示について（指摘事項） 

 次世代育成支援対策推進法では、都道

府県行動計画に基づく措置の実施状況

を毎年少なくとも１回公表することと

されており、やまなし子育て支援プラン

（後期計画）の進捗状況が山梨県ホーム

ページ上に掲載されているが、平成２２

年度以降の進捗状況が掲載されていな

かった。県のホームページは重要な公表

 

 

貸付金残高のある被貸与者のうち現

状確認を実施していなかった６名につ

いて再調査し、その全員について返還債

務の全額免除又は一部免除の手続を行

う旨の了承を得た。早期の手続完了に向

け、当該被貸与者への指導及び支援を継

続して行っていく。 

 今後、被貸与者に対する現状確認等の

対応を適切に行うため、新たに貸付事務

処理に係る手順書を作成し、これに基づ

き遺漏なく手続を進めていくこととし

た。 

 また、回収の見込みのない債権につい

ては、「山梨県滞納債権処理方針」及び

「山梨県債権回収及び処理マニュアル」

に基づき、適正に不納欠損処理を進めて

いく。 

 

 

 

県ホームページ内の「やまなし子育て

支援プラン（後期計画）実施状況」のペ

ージについて、平成２６年１１月に速や

かに最新情報に更新した。 

 今後は、遅滞なく最新の進捗状況を掲

示するよう努めていく。 

 

 



 

 

 

手段の一つであり、適時に進捗状況を掲

示しなければならない。 

 

３ 指導監査結果の根拠の明確化につい

て（指摘事項） 

 実地調査時の事実確認において、社会 

福祉法人から入手した事前回答と実態が 

整合していないことを識別しつつも、 

それを調書に適切に記録していない状況 

と、文書指摘及び口頭指導を裏付ける証 

拠書類が調書として十分に保全されてい 

ない状況が見受けられた。 

文書指摘及び口頭指導の結論に至る経

緯、根拠を客観的な事実をもって関係者

等に明確に説明できるよう、指導監査の

実施状況を適切に調書に記録するととも

に、必要に応じて根拠となる関係書類の

写しを入手・保存するなど、結論に至る

過程を適切に記録、保存しておくべきで

ある。 

 

４ 文書指摘と口頭指導の判定誤りに

ついて（指摘事項） 

 平成２５年度の指導監査において、非

正規職員に年次有給休暇が付与されてい

ない点について口頭指導で対応している

が、法定の年次有給休暇が付与されてい

ないことは、手引において文書指摘とし

て評価することとされていることから、

当該事項は文書指摘として指導すべきで

あった。 

 

５ 県営住宅における防火管理者の不在

について（指摘事項） 

県営住宅の管理については住宅供給公

社に業務委託され、消防法で要求される

防火管理者も公社の職員で防火管理者の

資格を有する者が担当していたところ、

有資格者が退職したため平成２５年４月

 

 

 

 

 

監査対象の社会福祉法人等が作成し、 

事前提出する監査資料の一部に誤記があ

り、実態と整合していないような場合に

ついては、実査の際に事実確認を踏まえ

て監査資料を訂正していく。 

また、文書指摘等の根拠となる資料に

ついては、漏れのないよう徴取し、指導

監査後の復命の際にも点検していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文書指摘等の指摘区分については、

「社会福祉法人・社会福祉施設運営の手

引き」にのっとり厳格に適用していく。 

なお、改善中の場合や特別な事情によ

り改善が遅延している場合等により文

書指摘事項を口頭指導事項に扱う際に

は、復命書類に判定理由等を明記してい

く。 

 

 

 

県営住宅の管理を行っている住宅供給

公社の職員３名が、平成２６年１２月末

までに防火管理者に必要な資格を取得し

た。 

今後、消防機関との協議を経て、有資



 

 

 

１日より防火管理者が不在の状態となっ

たが、県及び公社による確認が十分でな

く、補充は行われなかった。 

 高齢者を含む県営住宅の居住者が安

心・安全に暮らせるよう、早期に資格を

有する防火管理者を設置し、十分な管理

を行うことが必要である。 

 

 

 

格者から防火管理者を適切に定め、選任

届出書を適時に提出していく。 

 


